
言語社会　第 13号　　150

　

高
田
は
、
脱
亜
入
欧
を
文
明
化
の
行
程
と
す
る
進
歩
主
義
の
発
想
に
拠

り
な
が
ら
、
東
洋
の
文
学
退
歩
の
因
を
讃
美
を
旨
と
す
る
批
評
に
、
西
洋

の
文
学
進
歩
の
因
を
刺
衝
を
旨
と
す
る
批
評
に
帰
す
。「
批
評
の
要
は
切

磋
に
在
り
批
評
の
要
は
琢
磨
に
在
り
」
と
も
言
う
高
田
に
と
っ
て
、
刺
衝

を
旨
と
す
る
西
洋
流
の
批
評
こ
そ
が
文
学
進
歩
の
要
諦
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
「
批
評
家
の
責
任
重
に
し
て
大
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

文
学
進
歩
の
た
め
に
「
毫
も
仮
借
す
る
所
な
き
」
批
評
が
必
要
で
あ
る

と
の
認
識
は
、
例
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
批
評
専
門
雑
誌
の
嚆
矢
を
謳
う

『
出
版
月
評
』
が
、
文
学
進
歩
の
た
め
に
は
「
公
正
ニ
シ
テ
厳
粛
ナ
ル
批

評
」
に
よ
っ
て
「
新
刊
書
籍
ノ
真
相
ヲ
照
現
」
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る

と
述
べ
た
こ
と
と
通
じ
て
い
る（

3
）。
厳
し
い
批
評
の
要
請
は
明
治
二
十
年

一
　

明
治
十
九
年
二
月
、「
新
作
小
説
の
批
評
の
魁
」（1
）と
も
さ
れ
る
高
田
半

峰
「
当
世
書
生
気
質
の
批
評
」（2
）が
発
表
さ
れ
る
。

支
那
人
の
批
評
は
讃
美
を
主
と
し
西
洋
人
の
批
評
は
刺
衝
を
専
ら
と
す

（
中
略
）
西
洋
の
文
学
駸
々
と
し
て
日
々
に
進
み
能
く
世
の
中
の
進
歩

に
伴
ふ
て
敢
て
後
れ
さ
る
所
以
の
も
の
は
批
評
家
其
職
分
を
尽
し
て
怠

ら
ず
揚
く
可
き
を
揚
け
抑
ゆ
可
き
を
抑
へ
毫
も
仮
借
す
る
所
な
き
か
為

め
な
り
東
洋
の
文
学
逡
巡
退
歩
の
色
を
現
は
し
萎
靡
と
し
て
振
は
さ
る

所
以
の
も
の
は
批
評
家
其
職
分
を
怠
り
徒
に
諂
諛
の
文
字
を
臚
列
し
て

其
責
を
塞
く
か
為
め
な
り
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（
中
略
）
人
若
シ
他
人
ノ
書
ヲ
批
評
セ
ム
ト
欲
セ
バ
其
ノ
批
評
ハ
必
其

ノ
書
ニ
陳
ブ
ル
所
ノ
件
々
ニ
限
ル
ベ
シ
決
シ
テ
著
者
訳
者
一
身
上
ノ
毀

誉
褒
貶
ニ
陟
ル
ベ
カ
ラ
ズ
若
シ
夫
レ
其
ノ
論
鋒
ニ
シ
テ
此
ノ
一
点
ニ
陟

ル
ト
キ
ハ
批
評
ハ
忽
チ
誹
毀
ト
変
ジ
評
者
ハ
必
其
ノ
責
ニ
任
セ
ザ
ル
ベ

カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ

『
明
治
日
報
』
社
説
が
示
し
た
批
評
と
誹
毀
と
の
区
別
は
、
後
の
『
出
版

月
評
』
等
の
批
評
論
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
例
え
ば
、
批
評
対
象
を
著
書

の
中
身
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
は
、「
余
ハ
本
書
ト
本
書
ノ
著

者
ト
ヲ
全
ク
分
離
シ
余
ト
本
書
ノ
著
者
ト
ノ
間
ニ
存
ス
ル
情
実
ノ
羈
絆
ヲ

切
断
シ
本
書
ヲ
著
者
ナ
キ
モ
ノ
ト
視
ナ
」（6
）す
と
い
う
批
評
姿
勢
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
し
、
著
者
一
身
上
の
毀
誉
褒
貶
に
渉
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
点
は
、「
凡
そ
批
評
に
は
当
さ
に
批
評
の
礼
節
あ
る
へ
し
可
を
可
と

し
否
を
否
と
し
て
直
言
諱
む
無
き
は
最
も
大
切
な
る
徳
操
な
れ
と
も
亦
た

一
方
に
は
延
て
其
人
の
身ペ
ル
ソ
ン事
に
侵
し
入
る
こ
と
あ
ら
さ
る
や
う
慎
慮
せ
む

こ
と
更
に
大
切
な
る
礼
節
な
り
」（7
）と
の
述
言
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

『
明
治
日
報
』
社
説
に
よ
る
と
、
こ
の
社
説
が
批
評
と
誹
毀
と
の
区
別
を

定
め
て
注
意
を
促
し
た
背
景
に
は
「
往
々
純
然
タ
ル
批
評
ヲ
以
テ
誹
毀
ト

ナ
シ
遂
ニ
法
廷
ヲ
煩
ハ
ス
ガ
如
キ
非
挙
ア
ル
」
と
の
情
況
が
あ
っ
た
と
い

う
。
批
評
の
営
為
に
誹
毀
に
通
じ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、「
純

然
タ
ル
批
評
」
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
か
ね
な
い
事
態
が
生
起
し
て
い
た
の

前
後
の
批
評
論
に
通
有
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
時
期

の
批
評
論
の
沸
騰
と
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
批
評
の
責
任
と
厳
格
さ
と
の

認
識
は
い
っ
た
い
何
に
拠
っ
て
い
る
の
か
。

　

柳
田
泉（

4
）は
、「
批
評
文
学
」
が
「
公
然
と
要
求
さ
れ
た
」
時
期
を
明

治
十
六
年
頃
と
見
て
、
そ
の
標
識
と
し
て
『
明
治
日
報
』
の
「
明
治
年
代

ノ
文
学
ヲ
論
ジ
併
セ
テ
批
評
ノ
必
要
ナ
ル
所
以
ヲ
説
ク
」（5
）を
挙
げ
る
。

こ
の
社
説
は
、「
批
評
ナ
ル
者
ハ
他
人
ノ
著
書
ヤ
翻
訳
ヲ
事
実
ニ
徴
シ
或

ハ
論
理
ニ
照
シ
テ
其
ノ
理
非
曲
直
ヲ
匡
タ
シ
其
ノ
理
ニ
シ
テ
直
ナ
ル
者
ハ

其
ノ
事
由
ヲ
挙
ゲ
テ
称
賛
シ
其
ノ
非
ニ
シ
テ
曲
ナ
ル
者
ハ
一
々
其
ノ
欠
点

ヲ
摘
示
シ
テ
以
テ
褒
貶
ス
ル
コ
ト
ヲ
云
フ
」
と
し
て
批
評
の
義
解
が
明
記

さ
れ
た
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、「
世
人
ガ
他
人
ノ
書
ヲ
読
ミ
之

レ
ヲ
論
難
攻
撃
シ
時
ア
リ
テ
ハ
其
ノ
論
鋒
苛
酷
ニ
過
グ
ル
ヨ
リ
誹
毀
ト
区

分
ス
ル
ニ
苦
ム
場
合
」
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
点
も
看
過
し
得

な
い
。「
勉
メ
テ
為
ス
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
其
ノ
為
サ
ヾ
ル
ヲ
却
リ
テ
忌
ム
ベ

キ
ナ
リ
」
と
さ
れ
る
批
評
は
、「
誠
ニ
悪
徳
ニ
シ
テ
世
人
殊
ニ
学
者
ノ
最

忌
マ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
」
誹
毀
と
隣
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

な
れ
ば
こ
そ
、「
批
評
ト
誹
毀
ノ
区
別
」
の
設
定
と
自
覚
と
は
、
批
評
の

存
立
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。

其
ノ
批
評
ニ
シ
テ
苟
モ
悪
意
ヲ
以
テ
セ
ズ
又
著
者
訳
者
ノ
一
身
上
ノ
毀

誉
褒
貶
ニ
陟
ラ
ザ
ル
以
上
ハ
決
シ
テ
咎
ム
ベ
キ
者
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ



言語社会　第 13号　　152

損
ス
ヘ
キ
言
語
ヲ
用
ヒ
タ
ル
コ
ト
」
と
し
て
文
書
誹
毀
の
構
成
要
素
が
明

示
さ
れ
た
裁
判
で
あ
り
、「
学
術
技
芸
上
ノ
批
評
ト
雖
現
実
ノ
事
実
ヲ
以

テ
虚
妄
ト
ナ
ス
モ
ノ
ハ
其
責
ヲ
免
レ
ス
」
と
し
て
批
評
と
誹
毀
と
の
境
界

劃
定
を
め
ぐ
る
判
断
が
示
さ
れ
た
裁
判
だ
か
ら
で
あ
る（

10
）。

　

ま
た
、
こ
の
裁
判
の
判
事
を
務
め
た
中
橋
徳
五
郎
は
裁
判
言
渡
書
の
中

で
、「
我
国
ニ
於
テ
書
讒
ヲ
基
礎
ト
ナ
シ
名
誉
回
復
ノ
訴
訟
ヲ
提
起
シ
世

人
ノ
耳
目
ニ
接
シ
タ
ル
モ
ノ
」
の
先
例
と
し
て
、「
東
京
組
合
代
言
人
等

ヨ
リ
東
京
日
々
新
聞
社
ニ
対
ス
ル
訴
訟
」（
以
下
「
代
言
人
訴
訟
」）
と

「
売
薬
商
ヨ
リ
時
事
新
報
社
ニ
対
ス
ル
社
説
取
消
ノ
詞
訟
」（
以
下
「
売
薬

訴
訟
」）
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る（

11
）。
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
訴
訟
に

つ
い
て
も
取
り
上
げ
、
批
評
と
誹
毀
と
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
の
文
脈
を
掘

り
起
こ
し
て
み
た
い
。

　

そ
の
際
、
注
意
を
要
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
に
つ
い
て
中
橋
が

「
世
人
ノ
耳
目
ニ
接
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
今
回
取
り

上
げ
る
訴
訟
は
、
ど
れ
も
新
聞
の
論
説
や
投
書
が
訴
訟
の
引
き
金
と
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
訴
訟
の
過
程
が
新
聞
や
雑
誌
に

お
い
て
詳
細
に
報
道
さ
れ
た
訴
訟
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
報

道
を
受
け
る
形
で
批
評
に
関
す
る
様
々
な
議
論
の
呼
び
水
と
な
っ
た
訴
訟

で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
批
評
と
誹
毀
と
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
と
紙
誌
上

の
批
評
論
と
は
思
い
の
ほ
か
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る（

12
）。

　

そ
う
し
た
視
野
に
お
い
て
近
代
批
評
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
期
を
捉
え
て
み

で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
況
に
対
す
る
危
機
感
が
、「
文
学
ノ
進
歩
ヲ
促
ス
」

た
め
に
は
批
評
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
批
評
の
意
義
を
強
く
主
張
し
、
批

評
と
誹
毀
と
の
区
別
を
明
示
し
て
も
み
せ
た
『
明
治
日
報
』
社
説
の
試
み

に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
営
業
権
や
名
誉
権
と
批
評
の
自
由
と
の
間

で
ど
の
よ
う
に
利
益
の
調
整
を
は
か
る
か
と
い
っ
た
攻
防
が
、『
明
治
日

報
』
社
説
の
背
後
に
は
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
批
評

論
の
盛
行
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
厳
格
主
義
と
は
、
一
面
で
は
、
批
評
の
危

機
の
裏
返
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、
近
代
批
評
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
当
時

の
批
評
論
に
拠
り
な
が
ら
、
書
籍
数
の
増
大
と
い
う
出
版
情
況
の
変
容
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た（

8
）。
し
か
し
、
近
代
批
評
の
成
立

期
に
お
い
て
、
批
評
の
利
益
の
主
張
が
、
一
面
に
お
い
て
「
法
廷
」
で
の

争
い
を
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
成
立
の
様
態
を

考
え
る
た
め
に
は
、
紙
誌
上
の
批
評
論
に
着
眼
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な

い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
批
評
と
誹
毀
と
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
を
取
り
上

げ
る
こ
と
で
、
近
代
批
評
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
ゆ

き
た
い
と
思
う（

9
）。
特
に
、
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
の
成
果
を
め
ぐ
っ
て

争
わ
れ
た
「
横
浜
始
審
裁
判
所
明
治
廿
年
第
百
五
十
五
号
名
誉
回
復
之

件
」
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
裁
判
は
、「
書
讒
ノ
要
素

五
ア
リ
〔
一
〕
悪
意
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
〔
二
〕
書
類
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト

〔
三
〕
公
布
ス
ル
コ
ト
〔
四
〕
事
柄
ノ
不
実
ナ
ル
コ
ト
〔
五
〕
名
誉
ヲ
汚
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こ
の
記
述
が
東
京
代
言
人
組
合
の
怒
り
を
買
う
こ
と
に
な
る
。
当
初
、

東
京
代
言
人
組
合
側
は
、「
我
輩
ハ
概
シ
テ
新
聞
社
ノ
如
キ
ニ
ハ
成
ヘ
ク

言
論
ノ
自
由
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
冀
望
ス
ル
」（13
）と
い
う
配
慮
か
ら
当

事
者
間
の
解
決
を
望
ん
で
い
た
が
、
日
報
社
側
は
応
じ
ず
、
結
局
、
東
京

代
言
人
組
合
百
七
名
は
日
報
社
社
長
福
地
源
一
郎
を
相
手
ど
っ
て
訴
訟
を

お
こ
す
。

　

東
京
代
言
人
組
合
側
は
、
先
の
引
用
箇
所
に
対
し
て
、「
我
輩
代
言
人

ガ
最
モ
貴
重
ス
ル
所
ノ
名
誉
ヲ
毀
損
」
し
「
讒
誣
」
す
る
も
の
で
あ
る
と

主
張
し
、「
名
誉
ヲ
回
復
」
す
る
た
め
謝
罪
文
の
掲
載
を
要
求
す
る（

14
）。

か
く
し
て
始
ま
っ
た
本
訴
訟
は
、「
本
訴
ノ
勝
敗
ハ
直
ニ
言
論
ノ
自
由
ヲ

消
長
ス
ル
ニ
足
ル
ノ
大
関
繫
ア
ル
」（15
）は
ず
の
裁
判
で
あ
っ
た
が
、
本
訴

の
審
理
が
進
め
ら
れ
る
前
に
、
鈴
木
慧
淳
（
大
谷
光
瑩
代
理
）、
島
本
仲

道
、
成
島
柳
北
の
仲
裁
に
よ
り
、
和
解
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
訴
訟
は
、
職
業
に
対
す
る
一
般
的
な
論
評
に
対
し
て
名
誉
毀
損
が

成
立
す
る
か
否
か
、
別
言
す
れ
ば
、
自
ら
の
従
事
す
る
職
業
に
対
す
る
辛

辣
な
言
論
が
同
時
に
自
ら
の
名
誉
に
対
す
る
毀
傷
で
も
あ
る
と
す
る
感
性

が
法
的
救
済
の
対
象
と
な
り
得
る
の
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
和
解
に
至
っ

た
の
だ
が
、
こ
の
裁
判
は
各
新
聞
の
報
道
等
に
よ
っ
て
世
間
の
耳
目
を
引

く
と
こ
ろ
と
な
り
、
言
論
の
自
由
と
名
誉
権
と
の
調
停
に
関
す
る
い
く
つ

か
の
動
向
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
。

る
と
ど
の
よ
う
な
問
題
が
見
え
て
く
る
の
か
、
本
稿
で
は
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
て
み
た
い
。

二
　

ま
ず
、
代
言
人
訴
訟
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

明
治
十
四
年
三
月
十
四
日
、「
健
訟
ノ
弊
風
ヲ
矯
正
ス
ベ
シ
」
と
題
す

る
社
説
が
『
東
京
日
日
新
聞
』（
以
下
『
日
日
』）
に
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の

社
説
は
、「
民
事
訴
訟
ノ
件
数
ハ
日
ニ
一
日
ヨ
リ
増
ス
」
と
い
う
近
時
の

情
況
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
を
「
人
民
互
相
ノ
権
利
ヲ
明
示
ス
ル
民
法
ノ

未
ダ
整
理
セ
ザ
ル
ト
人
民
互
相
ノ
権
利
ノ
争
論
ヲ
挑
撥
ス
ル
ノ
代
言
人
ア

ル
ト
ノ
二
者
」
に
見
る
記
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
、「
争
論
ヲ
挑
撥
ス

ル
ノ
代
言
人
」
に
か
か
わ
る
次
の
記
述
が
あ
っ
た
。

今
日
我
国
ノ
代
言
人
ノ
中
ニ
於
テ
二
三
ノ
士
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
概
ネ
其
名

ヲ
良
民
ニ
代
リ
テ
権
利
ヲ
恢
復
シ
利
益
ヲ
弁
護
ス
ル
ニ
籍
ル
ト
ハ
云
ヘ

ト
モ
其
実
ハ
甲
乙
ノ
争
論
ヲ
教
唆
シ
テ
訴
訟
ヲ
起
サ
シ
メ
以
テ
各
自
ノ

生
活
ヲ
謀
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ガ
故
ニ
或
ハ
骨
肉
朋
友
ノ
間
ニ
モ
立
入
リ
テ

之
ヲ
離
間
シ
些
少
ノ
口
論
モ
之
ヲ
挑
撥
シ
テ
遂
ニ
法
廷
ニ
判
決
ヲ
請
ハ

シ
ム
ル
ニ
至
リ
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次
に
、
代
言
人
訴
訟
を
題
材
と
し
て
東
京
大
学
で
開
か
れ
た
模
擬
裁
判

を
取
り
上
げ
た
い（

19
）。
こ
の
擬
判
の
特
徴
は
、「
全
ク
英
吉
利
法
理
ヲ
根

拠
ト
シ
組
成
ス
ル
モ
ノ
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
民
事
に
お

け
る
誹
毀
の
法
理
が
定
ま
っ
て
い
な
い
時
期
に
、
英
法
の
法
理
を
用
い
て

裁
判
を
組
み
立
て
た
こ
と
は
、
劃
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
擬
判
の

対
審
は
、「
日
報
社
々
説
ハ
原
告
ヲ
指
名
シ
テ
讒
謗
シ
タ
ル
旨
ヲ
明
示
セ

サ
ル
」
と
い
う
指
定
の
問
題
、「
記
載
ノ
事
実
ノ
虚
搆
ニ
非
ル
コ
ト
ヲ
証

明
ス
ル
時
ハ
訟
権
ヲ
失
フ
者
ト
ス
」
と
い
う
不
実
性
の
問
題
な
ど
、
擬
被

告
側
が
英
国
の
法
理
を
根
拠
と
し
て
訴
状
を
検
討
し
、
そ
れ
に
対
し
て
擬

原
告
側
が
反
論
を
行
う
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
中
で
、
特

に
注
目
す
べ
き
は
「
讒
謗
モ
法
律
ノ
問
サ
ル
場
合
ア
リ
是
レ
全
ク
社
会
便

益
ノ
タ
メ
ナ
リ
之
ヲ
英
法
ニ
テ
「
プ
リ
ビ
リ
ー
ヂ
ド
、
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ヨ
ン
」（
特
許
言
論
）
ト
云
フ
」
と
い
う
法
理
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。「
特
許
言
論
」（Privileged Com

m
unication

）
と
は
「
道
徳
上

或
ハ
社
会
ニ
対
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
カ
自
益
他
益
ヲ
計
ル
カ
或
ハ
政
事
家
ノ

公
行
ノ
行
為
ヲ
駁
論
シ
或
ハ
刊
行
書
類
ヲ
評
ス
ル
ノ
類
」
の
特
権
の
こ
と

で
あ
る
。「
特
許
言
論
」
に
つ
い
て
は
売
薬
訴
訟
の
と
こ
ろ
で
あ
ら
た
め

て
取
り
上
げ
る
が
、「
刊
行
書
類
ヲ
評
ス
ル
ノ
類
」
を
特
権
的
な
言
説
と

す
る
法
理
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

最
終
的
に
、
こ
の
擬
判
は
、
原
告
は
「
名
誉
回
復
ノ
訴
ヲ
起
ス
ヘ
キ
訴

権
ヲ
有
ス
ル
ヤ
否
ヤ
」
と
い
う
点
か
ら
審
理
が
行
わ
れ
、「
凡
ソ
名
誉
毀

　

ま
ず
、
こ
の
訴
訟
に
関
す
る
『
東
京
曙
新
聞
』（
以
下
『
曙
』）
の
論
説

を
見
て
み
た
い
。『
曙
』
は
、「
新
聞
紙
上
ニ
論
ジ
タ
ル
者
ハ
亦
タ
論
難
弁

駁
其
記
者
ヲ
心
服
セ
シ
ム
レ
バ
則
チ
可
ナ
リ
」（16
）と
の
立
場
か
ら
、
法
廷

闘
争
に
持
ち
込
ん
だ
代
言
人
側
に
注
文
を
つ
け
る
。
さ
ら
に
、「
筆
誅
ト

讒
謗
ノ
区
別
」（17
）と
題
す
る
社
説
を
掲
載
し
て
、
筆
誅
と
讒
謗
を
混
淆
す

る
こ
と
へ
の
危
惧
を
示
す
。

筆
誅
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
凡
ソ
社
会
ノ
事
物
ニ
シ
テ
不
善
不
正
ノ
作
用
ヲ
ナ
ス

者
ア
レ
バ
論
者
ガ
筆
鋒
ヲ
以
テ
其
弊
害
ヲ
論
難
排
撃
シ
之
レ
ヲ
誅
戮
ス

ル
則
チ
是
也
故
ニ
筆
誅
ハ
社
会
ノ
事
物
ニ
至
厳
ノ
刺
衝
ヲ
与
ヘ
奮
励
ノ

気
ヲ
増
シ
改
悟
ノ
念
ヲ
起
シ
謹
戒
ノ
心
ヲ
加
ヘ
シ
ム
ル
功
徳
ア
リ
ト
云

ハ
ザ
ル
可
ラ
ズ

　

こ
の
よ
う
に
「
筆
誅
」
の
意
義
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
方
法
と
目
的
に

つ
い
て
は
、「
筆
誅
ノ
事
タ
ル
ヤ
事
理
ノ
当
然
ヲ
推
シ
実
務
ノ
至
当
ヲ
極

メ
テ
以
テ
敢
テ
罵
詈
ニ
渉
ラ
ズ
讒
毀
ニ
走
ラ
ズ
至
誠
至
理
ノ
言
論
ヲ
用
ヒ

テ
其
弊
害
ヲ
矯
正
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た

論
の
立
て
方
は
、
後
の
批
評
と
誹
毀
と
の
区
別
に
ま
っ
す
ぐ
結
び
つ
く
も

の
で
あ
る
が
、
代
言
人
訴
訟
を
梃
子
に
し
て
、
筆
誅
と
讒
謗
と
を
区
別
す

る
こ
と
の
必
要
性
が
自
覚
さ
れ
る
と
と
も
に
、
筆
誅
＝
批
評
の
意
義
の
認

知
が
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
る（

18
）。
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明
治
十
五
年
十
月
二
十
七
日
、「
売
薬
印
紙
税
規
則
」
を
定
め
た
「
太

政
官
第
五
十
一
号
」
が
布
告
さ
れ
る
。『
時
事
新
報
』（
以
下
『
時
事
』）

は
こ
の
布
告
を
受
け
て
「
太
政
官
第
五
十
一
号
布
告
」（23
）と
題
す
る
社
説

を
発
表
し
、
売
薬
は
病
に
効
能
が
な
い
の
で
課
税
し
て
も
実
害
は
な
い
な

ど
の
点
か
ら
、
新
税
法
は
「
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。

　

売
薬
の
効
能
を
否
定
し
た
こ
の
記
事
に
対
し
て
、
岸
田
吟
香
ら
を
総
代

と
す
る
売
薬
商
四
十
五
名
が
、
時
事
新
報
仮
編
輯
長
大
崎
鈔
人
を
相
手
取

り
、
営
業
毀
損
回
復
の
訴
訟
を
起
こ
す
。
売
薬
商
側
は
、
社
説
中
の
「
売

薬
ハ
人
ノ
病
ノ
為
ニ
功
能
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」、「
無
効
無
害
コ
レ
ヲ
服
ス
ル

モ
可
ナ
リ
、
服
セ
サ
ル
モ
亦
可
ナ
リ
、
水
ヲ
飲
ミ
茶
ヲ
飲
ム
ニ
等
シ
ク
、

香
ヲ
臭
キ
胡
椒
ヲ
嚙
ム
モ
同
様
ノ
モ
ノ
」、「
名
ハ
薬
ニ
シ
テ
実
ハ
病
ニ
関

係
ナ
キ
売
物
ナ
リ
」
と
い
っ
た
文
言
が
営
業
毀
損
に
あ
た
る
と
主
張
す
る
。

彼
ら
は
売
薬
規
則
を
遵
守
し
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
売
薬
の

効
能
を
否
定
す
る
言
論
は
そ
の
営
業
の
信
用
を
毀
損
す
る
と
し
て
、
時
事

側
に
対
し
て
社
説
の
取
消
文
の
広
告
を
請
求
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
時
事
側
は
、
社
説
は
学
問
上
の
真
理
原
則
に
依
拠
し

て
思
う
所
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
悪
意
も
な
く
、
特
定
の
人
名
や
薬
名

を
指
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
誹
毀
に
は
当
た
ら
な
い
と
反
論

す
る
。
ま
た
、
売
薬
商
側
に
明
確
な
実
害
の
証
拠
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
、

売
薬
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
根
拠
も
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

原
告
の
請
求
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
売
薬
商
側
の
主

損
要
償
ノ
詞
訟
ヲ
起
ス
ニ
ハ
必
ス
其
名
誉
ヲ
毀
損
セ
シ
者
ト
認
ム
ル
所
ノ

文
章
中
ニ
於
テ
起
訴
者
ヲ
明
カ
ニ
指
名
ス
ル
カ
若
ク
ハ
縦
令
ヒ
明
ニ
指
名

セ
サ
ル
モ
暗
ニ
起
訴
者
ヲ
指
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
語
句

ア
ル
ヲ
要
ス
」
と
い
う
法
理
に
拠
っ
た
上
で
、「
該
文
章
ハ
原
告
等
ヲ
明

ニ
指
名
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
て
原
告
の
訴
え
を
退
け
る
形
で
終
結
す

る
。

　

ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
訴
訟
の
判
事
中
橋
徳
五
郎
は
、
代
言
人
訴
訟
に

つ
い
て
「
該
事
件
ハ
訴
訟
終
結
ニ
至
ラ
ス
シ
テ
和
解
シ
タ
リ
」（20
）と
述
べ

る
に
止
ま
る
。
判
決
例
を
求
め
る
中
橋
に
と
っ
て
は
取
る
と
こ
ろ
の
少
な

い
訴
訟
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
一
件
は
、「
民
間
ニ
ア
ツ
テ
世

人
ノ
耳
目
ヲ
驚
カ
シ
社
会
ノ
感
覚
ヲ
轟
カ
シ
タ
ル
一
事
ハ
代
言
人
ト
日
報

社
ト
ノ
訴
訟
コ
レ
ナ
リ
」（21
）と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
世
間
の
注
目
を
あ
び
、

批
評
と
誹
毀
に
ま
つ
わ
る
議
論
を
引
き
起
こ
す
と
と
も
に
、「
特
許
言
論
」

の
法
理
の
紹
介
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
批
評
ジ
ャ
ン

ル
成
立
期
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
事
件
で
あ
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
批
評
の
営
為
が
訴
え
ら
れ
た
と
い
う
危
機
的
状
況
が
、
批

評
へ
の
自
覚
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三
　

次
に
、
売
薬
訴
訟
を
取
り
上
げ
て
み
た
い（

22
）。
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こ
の
判
決
を
受
け
て
、『
時
事
』
は
山
中
道
正
「
自
由
言
論
ノ
区
域
ヲ

論
ス
」（25
）を
掲
載
す
る
。
山
中
は
、「
抑
モ
国
家
ハ
事
物
ノ
害
ヲ
除
ク
ト
利

ヲ
起
ス
ト
ノ
二
者
相
待
テ
之
ヲ
進
歩
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
其
害
ヲ

除
キ
利
ヲ
起
ス
ノ
事
多
ク
ハ
言
論
ノ
媒
介
ニ
依
ル
」
と
述
べ
、
ま
た
「
言

論
ハ
他
ノ
一
私
人
（
中
略
）
ノ
私
行
私
事
ニ
闖
入
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ
然
レ
ト

モ
人
ヲ
指
名
セ
ザ
ル
事
物
ハ
苟
モ
法
律
ニ
触
レ
ザ
ル
限
リ
ハ
自
由
ニ
之
ヲ

論
議
ス
ル
ヲ
得
」
と
し
、
言
論
の
自
由
の
利
益
と
範
囲
の
観
点
か
ら
、
始

審
裁
判
に
疑
念
を
表
明
す
る
。

　

さ
て
、
時
事
側
は
、
始
審
裁
判
を
不
服
と
し
て
控
訴
す
る
。
控
訴
状
に

引
き
続
い
て
提
出
さ
れ
た
論
弁
書
で
、
時
事
側
は
、
英
法
の
法
理
を
前
面

に
打
ち
出
し
て
、
批
評
と
誹
毀
と
の
区
別
に
関
す
る
主
張
を
行
う
。
ま
ず
、

誹
毀
の
構
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

大
凡
誹
毀
ト
ハ
悪
意
ヲ
挟
デ
不
実
ノ
言
語
文
章
其
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
人

ノ
名
誉
ヲ
毀
損
シ
被
害
者
ヲ
シ
テ
他
人
ノ
指
弾
侮
辱
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ノ

行
為
ヲ
云
フ
ナ
リ
故
ニ
誹
毀
犯
ニ
要
ス
ル
条
件
タ
ル
必
ズ
ヤ
其
目
的
タ

ル
人
ノ
確
定
セ
ル
コ
ト
ト
主
害
者
ノ
悪
意
ア
ル
コ
ト
及
ビ
其
公
布
セ
ル

言
語
文
章
ノ
不
実
ナ
ル
コ
ト
是
ナ
リ（

26
）

　

さ
ら
に
、
正
当
批
評
の
特
権
に
関
す
る
英
国
法
官
「
カ
ム
プ
ベ
ル
」
の

言
葉
を
紹
介
す
る
。

張
に
対
し
て
、
時
事
側
は
、
売
薬
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
社
説
内
容
の
点

と
、
社
説
が
学
問
上
の
意
見
に
過
ぎ
ず
、
悪
意
も
な
く
人
名
や
薬
名
も
指

定
し
て
い
な
い
の
で
誹
毀
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
社
説
形
式
の
点
と
か
ら

反
論
を
構
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
後
、
原
被
双
方
に
よ
る
対
審
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
福
澤

諭
吉
年
来
の
主
張
で
あ
る
売
薬
無
効
論
と
、
政
府
の
許
可
を
得
て
い
る
売

薬
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
売
薬
商
側
の
主
張
と
の
議
論
に
多
く
の
時
間
が

費
や
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
審
理
を
経
て
、
東
京
始
審
裁
判
所
は
以
下
の
判

決
を
下
す
。

抑
売
薬
ナ
ル
モ
ノ
ハ
規
則
ニ
依
テ
許
可
ヲ
受
ケ
官
庁
ノ
鑑
査
ヲ
経
テ
販

売
ス
ル
品
ナ
ル
ヲ
以
テ
縦
令
薬
功
ニ
僅
ノ
厚
薄
ア
ル
モ
之
ヲ
無
効
ト
断

言
ス
可
ラ
サ
ル
ハ
更
ニ
弁
ヲ
俟
タ
ズ
然
ル
ニ
被
告
ハ
該
社
説
ニ
於
テ
水

ヲ
飲
茶
ヲ
飲
ム
ニ
等
シ
ト
云
ヒ
或
ハ
病
ニ
関
係
ナ
キ
売
物
ナ
リ
ト
之
ヲ

極
論
シ
テ
余
地
ヲ
存
セ
ス
如
此
自
由
言
論
ノ
区
域
ヲ
超
ヘ
タ
ル
文
章
ヲ

公
衆
ニ
播
布
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
世
人
カ
売
薬
上
ニ
於
ル
信
用
ヲ
妨
ケ
即
チ

原
告
ノ
営
業
ヲ
毀
損
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
ト
ス（

24
）

　

こ
の
判
決
は
、
売
薬
は
然
る
べ
き
検
査
を
経
た
上
で
政
府
の
許
可
を
得

て
販
売
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
無
効
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
、
売
薬
商
側
の
主
張
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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ニ
供
シ
タ
ル
ト
同
一
ナ
リ
」
や
、「
悪
意
ヲ
以
テ
セ
ズ
又
著
者
訳
者
ノ
一

身
上
ノ
毀
誉
褒
貶
ニ
陟
ラ
ザ
ル
以
上
ハ
決
シ
テ
咎
ム
ベ
キ
者
ニ
ア
ラ
ザ
ル

ナ
リ
」（28
）と
い
っ
た
言
述
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
往
々
純
然
タ
ル
批
評
ヲ
以
テ
誹
毀
ト
ナ
シ
遂
ニ
法
廷
ヲ
煩
ハ
ス
ガ
如
キ

非
挙
」
と
は
売
薬
訴
訟
を
指
し
て
お
り
、『
明
治
日
報
』
社
説
は
訴
訟
に

触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
批
評
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
時
事
側
は
、
英
法
に
よ
る
誹
毀
の
法
理
を
構
え
て
控
訴
審
に
臨

ん
だ
の
で
あ
る
が
、
東
京
控
訴
裁
判
所
は
売
薬
無
効
の
不
実
性
を
中
心
に

審
理
及
び
判
決
を
行
っ
た
始
審
裁
判
を
支
持
し
、「
結
局
始
審
裁
判
ノ
如

ク
履
行
ス
ベ
キ
ハ
当
然
ナ
リ
ト
ス
」（29
）と
言
い
渡
す
。

　

時
事
側
は
、
こ
の
裁
判
も
不
服
と
し
、
大
審
院
へ
上
告
す
る
。
大
審
院

で
は
下
級
審
の
不
法
性
が
審
問
さ
れ
る
た
め
、
時
事
側
は
、
上
告
拡
張
上

申
書
に
お
い
て
、「
抑
本
案
の
詞
訟
た
る
時
事
新
報
第
二
百
二
号
の
論
説

は
果
し
て
誹
毀
犯
を
構
成
す
る
も
の
な
る
や
否
を
審
究
す
る
を
第
一
の
主

点
な
り
と
す
」（30
）と
し
、
売
薬
の
有
効
無
効
を
中
心
に
裁
判
を
行
っ
た
始

審
と
控
訴
審
の
不
法
性
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、「
誹
毀
犯
を
組
成
せ
ん

に
は
三
条
件
あ
る
を
要
す
則
ち
其
目
的
た
る
人
を
直
接
又
は
間
接
に
指
定

せ
る
こ
と
加
害
者
に
悪
意
あ
る
こ
と
言
語
文
章
の
不
実
な
る
こ
と
是
な
り

苟
も
此
三
条
件
を
具
備
せ
ざ
れ
ば
誹
毀
犯
の
成
立
ざ
る
こ
と
之
を
純
理
上

よ
り
観
察
す
る
も
又
英
米
の
私
犯
法
に
徴
す
る
も
明
了
な
り
」
と
し
、
さ

ら
に
、「
凡
そ
人
の
身
事
に
渉
り
之
を
讒
毀
す
る
固
と
な
り
悪
徳
に
し
て

批
評
ハ
学
問
ノ
進
歩
ヲ
助
ケ
歴
史
ノ
誤
ヲ
正
シ
物
理
ヲ
発
見
シ
道
徳
ニ

背
ク
モ
ノ
ヲ
警
戒
ス
ル
等
ノ
利
益
ア
リ
故
ニ
書
籍
ノ
如
キ
世
ニ
之
ヲ
公

ニ
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
世
評
ニ
供
シ
タ
ル
ト
一
般
ノ
性
質
ナ
レ
バ
苟
モ
悪

意
ヲ
以
テ
セ
ズ
又
其
人
一
身
上
ノ
褒
貶
毀
誉
ニ
渉
ラ
ザ
ル
限
リ
ハ
如
何

ナ
ル
論
難
攻
撃
ヲ
ナ
ス
モ
批
評
権
利
内
ノ
コ
ト
ニ
テ
之
カ
為
メ
ニ
一
個

人
ノ
名
誉
ヲ
傷
ク
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ（

27
）

　

こ
う
し
た
言
葉
を
援
用
し
て
、
時
事
側
は
「
悪
意
ヲ
以
テ
加
害
ノ
目
的

ニ
出
テ
且
ツ
其
人
一
身
上
ノ
攻
撃
ニ
渉
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
誹
毀
ト
シ
彼
ノ
学

術
進
歩
ノ
タ
メ
又
ハ
社
会
公
益
ノ
為
メ
ニ
善
意
ヲ
以
テ
物
質
ノ
善
悪
技
術

ノ
品
評
ヲ
ナ
ス
ニ
止
マ
リ
其
人
一
身
ノ
行
事
上
ニ
渉
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
皆
ナ

以
テ
正
当
ノ
批
評
ト
シ
之
ヲ
自
由
言
論
ノ
区
域
内
ニ
置
ケ
リ
」
と
主
張
す

る
。
ま
た
、
批
評
の
対
象
に
つ
い
て
も
、「
出
版
ノ
書
ヤ
発
明
ノ
技
術
ヤ

若
シ
ク
ハ
売
薬
其
物
ノ
如
キ
苟
モ
新
聞
其
他
ノ
方
法
ニ
由
リ
之
ヲ
世
ニ
公

ニ
シ
タ
ル
已
上
ハ
世
人
ノ
品
評
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
コ
ト
ハ
予
知
セ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス
」
と
し
て
、
世
に
公
に
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
批
評
の
権
利
が
主
張

さ
れ
る
。

　

こ
の
批
評
と
誹
毀
と
の
区
別
に
関
す
る
「
カ
ム
プ
ベ
ル
」
の
言
葉
が
、

『
明
治
日
報
』
社
説
の
「
著
者
訳
者
ガ
今
日
其
ノ
著
書
ナ
リ
訳
者
ナ
リ
ヲ

世
ニ
公
ニ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
世
ニ
公
ニ
シ
タ
ル
所
為
ハ
則
世
人
ノ
批
評
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め
ら
れ
た
劃
期
的
な
裁
判
で
あ
っ
た
。

　

売
薬
訴
訟
は
、
時
事
側
が
社
説
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
英
法
な
ど

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
批
評
と
誹
毀
と
の
間
に
区
別
の
あ
る
こ
と
や
、
批

評
は
有
益
で
あ
り
特
権
を
有
す
る
言
説
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
提
示
し
た

裁
判
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
審
理
と
並
行
し
て
批
評
論
が
書
か
れ
、

批
評
の
意
義
が
強
調
さ
れ
た
り
も
し
た
。
書
籍
に
対
す
る
批
評
に
話
を
限

っ
て
み
る
と
、「
書
籍
ノ
如
キ
世
ニ
之
ヲ
公
ニ
シ
タ
ル
場
合
」（32
）へ
の
批
評

の
権
利
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
先
行
さ
れ
て
、『
明
治
日
報
』
社
説
で
批

評
の
意
義
が
主
張
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
批
評
は
文

学
進
歩
に
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
批
評
は
公
刊
さ
れ
た
書
籍

に
対
し
て
論
難
攻
撃
す
る
権
利
が
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
厳
格
主
義
的
な
態

度
と
熱
意
と
は
、
法
廷
で
の
争
い
を
経
由
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
批
評
は
有
益
で
あ
り
特
権
に
値
す
る
と
い
う
法
理

の
移
入
が
、
特
権
に
値
す
る
鋭
利
で
厳
格
な
批
評
を
要
請
し
た
と
い
う
一

面
が
、
近
代
批
評
ジ
ャ
ン
ル
成
立
の
一
端
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
売
薬
訴
訟
で
は
、
法
衙
の
責
任
に
お
い
て
誹
毀
を
定
義
す
る

こ
と
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
薬
名
や
人
名
の
指
定
が
な
い
と
い
う

こ
と
に
判
決
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
英
法
に
お
い
て
正
当
批
評
の
特

権
が
説
明
さ
れ
る
と
き
、「
刊
行
書
類
ヲ
評
ス
ル
ノ
類
」（
東
京
大
学
代
言

人
訴
訟
擬
判
）
や
「
書
籍
ノ
如
キ
世
ニ
之
ヲ
公
ニ
シ
タ
ル
場
合
」（
売
薬

訴
訟
控
訴
論
弁
書
）
な
ど
、
書
籍
に
対
す
る
批
評
が
正
当
批
評
の
代
表
と

其
人
の
名
誉
を
傷
る
こ
と
論
を
俟
た
ず
と
雖
ど
も
苟
も
学
術
進
歩
の
た
め

又
は
社
会
公
益
の
た
め
善
意
を
以
て
物
質
の
善
悪
技
術
の
品
評
を
な
す
に

止
ま
り
人
の
行
事
に
渉
ら
ざ
る
も
の
は
皆
な
正
ふ
ゑ
ー
や
く
り
ち
し
す
む

当
批
評
の
権
理
に
し
て
之

を
誹
毀
と
云
ふ
を
得
ず
」
と
述
べ
、
批
評
と
誹
毀
と
の
区
別
、
あ
る
い
は

正
当
批
評
の
特
権
の
点
か
ら
、『
時
事
』
社
説
は
誹
毀
に
あ
た
ら
ず
、
こ

れ
ま
で
の
裁
判
は
「
法
理
を
誤
れ
る
裁
判
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
大
審
院
は
「
本
訴
ノ
要
旨
ハ
時
事
新

報
第
二
百
二
号
ノ
論
説
ヲ
以
テ
売
薬
営
業
ヲ
毀
損
セ
シ
モ
ノ
ト
為
シ
之
ヲ

取
消
サ
シ
ム
ヘ
キ
理
由
ア
リ
ヤ
否
ヲ
判
決
ス
ル
ノ
一
点
ニ
在
リ
」（31
）と
述

べ
、
売
薬
の
効
能
如
何
の
審
理
を
不
要
と
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
判

断
を
下
す
。

右
ノ
論
説
ハ
売
薬
課
税
ノ
布
告
ア
リ
シ
ニ
ヨ
リ
売
薬
ノ
性
質
ヲ
汎
論
セ

シ
ニ
止
リ
某
売
薬
某
営
業
者
ヲ
指
名
セ
シ
事
ナ
キ
ハ
勿
論
暗
指
セ
シ
事

モ
ア
ラ
ス
其
行
文
中
語
勢
極
端
ニ
馳
セ
少
シ
ク
平
穏
ナ
ラ
サ
ル
所
ナ
キ

ニ
非
ス
ト
雖
モ
原
裁
判
所
モ
已
ニ
看
認
メ
タ
ル
如
ク
毫
モ
悪
意
ヲ
包
蔵

セ
シ
事
ナ
シ
是
讒
毀
ナ
リ
ト
ス
ル
ノ
要
件
ヲ
具
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

刑
事
上
ハ
勿
論
民
事
上
ニ
於
テ
モ
何
等
ノ
責
任
ナ
キ
論
説
ナ
リ
ト
ス

　

こ
の
判
断
を
根
拠
と
し
て
、
上
告
審
は
控
訴
審
の
判
決
を
「
違
法
ノ
裁

判
」
と
宣
告
す
る
。
こ
れ
は
時
事
側
が
提
示
し
た
文
書
誹
毀
の
法
理
が
認
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時
、
大
岡
と
増
田
萬
吉
は
海
路
を
と
り
、
松
尾
徳
三
は
陸
路
を
と
っ
て
現

地
へ
と
向
か
う
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
政
府
も
内
務
参
事
官
黒
田
綱
彦
を

代
表
と
す
る
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
沈
没
所
探
検
の
事
業
を
立
ち
上
げ（

36
）、
大

岡
は
黒
田
に
願
い
出
て
官
民
合
同
で
探
検
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
探
検
で
は
、
潜
水
者
に
よ
っ
て
海
中
に
檣
頭
ら
し
き
も
の
が
視
認
さ
れ

た
り
、
海
底
に
下
ろ
し
た
鉤
綱
に
ペ
ン
キ
の
よ
う
な
も
の
が
付
着
し
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
り
す
る
が
、
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
の
所
在
の
確
証
を
得
る

に
は
至
ら
ず
、
捜
索
は
打
ち
切
ら
れ
る
。

　

黒
田
に
随
行
し
た
増
田
萬
吉
は
、
こ
の
探
検
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
振

り
返
る
。

今
回
の
事
た
る
全
国
三
千
余
万
の
憤
ふ
る
所
と
為
り
其
焼
点
は
一
に
紀

海
に
聚
て
船
体
捜
索
の
一
挙
一
動
は
三
千
余
万
の
人
心
を
左
右
せ
し
む

る
に
足
る
左
る
か
ら
に
黒
田
参
事
官
の
捜
索
に
力
む
る
や
誠
に
吾
々
の

意
中
に
出
て
従
ふ
吾
々
も
敢
て
世
の
批
難
を
受
く
可
き
事
な
し（

37
）

「
全
国
三
千
余
万
」
の
関
心
を
集
め
た
政
府
の
事
業
に
参
画
し
た
増
田
に

と
っ
て
、
沈
没
場
所
の
確
証
こ
そ
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
尽
力

は
自
負
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
檣
頭
の
視
認
や
、
鉤
縄
に
付
着
し
た
ペ

ン
キ
は
、
自
ら
の
持
つ
技
術
の
限
り
を
尽
く
し
て
得
ら
れ
た
成
果
な
の
で

あ
っ
た
。

し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
書
籍
へ
の
批
評
は
、
書
名
や
著
者
名
の
指
定
を

伴
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
誹
毀
の
定
義
は
そ
う
し
た
点
を
含
め
て

考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
訴
訟
の
中
橋
判
事
が
売

薬
訴
訟
の
大
審
院
判
決
に
つ
い
て
「
未
タ
十
分
ニ
所
謂
書
讒
ノ
義
解
ヲ
詳

説
セ
ス
」（33
）と
述
べ
た
の
も
、
文
書
誹
毀
の
定
義
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
の
ほ
か
に
、
不
十
分
な
定
義
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
も
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
の
事

跡
に
対
す
る
投
書
を
め
ぐ
っ
て
、
松
尾
徳
三
と
増
田
萬
吉
と
の
間
で
争
わ

れ
た
裁
判
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
　

明
治
十
九
年
十
月
二
十
四
日
、
英
国
商
船
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
が
和
歌
山

県
沖
合
で
難
破
沈
没
す
る
。
外
務
大
臣
井
上
馨
が
「
英
民
三
十
人
余
助
カ

リ
日
本
人
二
十
人
余
悉
ク
死
亡
セ
シ
ハ
不
思
議
」（34
）と
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
事
件
は
当
初
か
ら
不
可
解
な
点
が
様
々
に
指
摘
さ
れ
、
事
実
解
明
の

た
め
に
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
を
調
査
す
る
必
要
が
叫
ば
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
世
論
に
応
え
る
よ
う
に
東
京
府
議
会
議
員
大
岡
育
造
は
ノ
ル

マ
ン
ト
ン
号
探
検
の
共
同
事
業
を
立
ち
上
げ
、「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
沈
没

の
事
跡
探
検
の
為
め
有
志
者
の
発
遣
す
る
潜
水
者
増
田
萬
吉
富
川
清
一
松

尾
徳
三
等
の
一
行
と
共
に
沈
没
の
場
所
に
赴
」
く
こ
と
に
な
る（

35
）。
こ
の
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で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
。

①
勝
浦
沖
に
於
て
四
十
八
尋
の
海
底
に
潜
り
入
る
と
は
事
実
に
あ
ら
ざ

る
事

②
二
十
尋
前
後
の
手
際
者
が
四
十
八
尋
底
の
手
摺
り
に
縄
を
結
び
付
け

る
抔
と
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
事

③
現
場
も
知
ら
ず
裸
か
潜
り
も
知
ら
ぬ
も
の
が
如
何
し
て
四
十
八
尋
底

の
手
摺
り
に
銅
縄
を
縛
り
着
け
る
こ
と
を
得
ん
や
世
を
誣
る
も
亦
甚

し
と
云
ふ
可
き
な
り

　

松
尾
は
、
①
②
③
を
「
原
告
が
探
検
の
効
蹟
を
蔑
如
し
た
る
」
も
の
と

し
、
ま
た
、
③
を
「
原
告
を
侮
辱
し
た
る
も
の
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
文

言
が
名
誉
毀
損
に
あ
た
る
と
主
張
す
る（

40
）。

　

こ
の
勧
解
願
に
対
し
て
増
田
側
は
、
富
川
と
松
尾
が
『
毎
日
新
聞
』
に

書
簡
を
発
表
し
た
こ
と
が
、「
曩
き
に
被
告
等
の
探
り
得
た
る
場
所
な
り

浅
深
な
り
船
体
沈
没
の
方
位
な
り
皆
な
之
れ
誤
な
り
と
の
報
道
を
公
言
し

暗
に
被
告
が
汗
労
に
依
り
得
た
る
名
誉
を
掩
」
っ
た
の
で
あ
り
、『
時
事
』

へ
の
寄
書
は
「
自
己
の
冤
を
雪
ぎ
し
も
の
」
で
あ
る
と
反
論
す
る（

41
）。
ま

た
、
松
尾
が
名
誉
毀
損
を
訴
え
た
文
言
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
「
意
見
」

を
述
べ
た
だ
け
で
、「
少
し
も
悪
意
を
挟
ま
ず
又
不
実
の
辱
言
を
記
し
た

る
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
」、
誹
毀
犯
に
は
あ
た
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
双
方

　

さ
て
、
黒
田
一
行
の
探
検
と
入
れ
か
わ
る
よ
う
に
松
尾
徳
三
が
現
地
へ

入
り
捜
索
を
始
め
る
。
そ
の
後
、
富
川
清
一
も
合
流
し
、
十
二
月
十
九
日

付
で
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
の
沈
没
場
所
に
関
す
る
以
下
の
書
状
を
毎
日
新
聞

社
に
送
る
。

其
場
所
は
是
迄
の
浮
標
よ
り
二
百
間
沖
手
の
所
に
し
て
海
底
五
十
五
六

尋
沈
船
の
向
は
東
西
に
横
倒
れ
（
中
略
）
と
相
見
へ
四
十
八
尋
半
の
処

に
て
デ
ッ
キ
の
上
手
摺
見
へ
候（

38
）

　

松
尾
と
富
川
に
よ
る
調
査
結
果
は
、
沈
没
の
場
所
と
船
体
の
向
き
と
の

点
で
黒
田
一
行
の
成
果
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
書
簡
が
『
毎
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
増
田
萬
吉
は

「
五
百
金
を
懸
け
実
否
を
糺
す
」（
前
掲
）
を
『
時
事
』
に
寄
せ
る
。
こ
の

寄
書
は
、
挑
発
的
な
調
子
で
松
尾
ら
の
探
検
成
果
に
疑
義
を
差
し
は
さ
む

も
の
で
あ
り
、
松
尾
は
増
田
の
寄
書
に
対
し
て
、「
富
川
清
一
松
尾
徳
三

は
社
会
を
欺
き
金
と
時
間
と
を
浪
費
す
る
も
の
に
非
ず
」（39
）と
激
昂
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
増
田
は
ま
と
も
に
対
応
し
な
か
っ
た
た
め
、
松
尾
は
、

横
浜
治
安
裁
判
所
に
名
誉
回
復
の
勧
解
を
願
い
出
る
。

　

増
田
の
寄
書
は
、
富
川
と
松
尾
が
報
告
し
た
「
天
草
の
潜
水
者
八
十
治

外
二
人
を
遣
て
船
の
手
欄
に
銅
縄
を
結
び
着
け
た
り
と
か
又
た
船
体
の
横

に
転
覆
し
居
た
る
を
見
た
る
」
と
い
う
探
検
結
果
に
疑
問
を
投
げ
る
も
の
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ト
」、
⑤
「
名
声
ヲ
汚
損
ス
ル
言
語
ヲ
用
ヒ
タ
ル
コ
ト
」
で
あ
り
、
こ
れ

ら
を
全
て
具
備
す
る
と
き
文
書
誹
毀
は
成
り
立
つ
と
す
る（

43
）。

　

こ
の
法
理
に
拠
り
な
が
ら
、
中
橋
は
、
増
田
の
寄
書
は
大
体
に
お
い
て

松
尾
ら
の
探
検
事
実
に
つ
い
て
「
被
告
カ
自
家
ノ
疑
団
ヲ
記
述
シ
タ
ル
ニ

過
キ
サ
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、
松
尾
の
「
名
声
ヲ
汚
損
ス
ル
言
語
」
と
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
す
る
。
次
い
で
事
柄
の
不
実
性
が
審
理
さ

れ
、
増
田
の
寄
書
は
真
否
の
確
か
で
な
い
事
実
に
対
す
る
疑
問
で
あ
り
文

書
誹
毀
に
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
仮
に
松
尾
の
探
検
事
実
を
真

実
と
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
問
を
記
述
す
る
だ
け
で
は
文
書

誹
毀
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
審
理
に
よ
っ
て
、
増
田
の
寄
書
が
概
ね
文
書
誹
毀
に
該
当

し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
現
場
モ
知
ラ
ズ
裸
カ
潜
リ
モ

知
ラ
ヌ
モ
ノ
カ
如
何
ニ
シ
テ
四
十
八
尋
底
ノ
手
摺
ニ
銅
縄
ヲ
縛
リ
着
ケ
ル

コ
ト
得
ン
ヤ
世
ヲ
誣
ル
モ
亦
甚
シ
ト
云
フ
可
キ
ナ
リ
」
と
い
う
文
言
の
み

は
、
名
誉
毀
損
と
認
め
る
に
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
言
葉
が

新
聞
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
文
書
誹
毀
の
構
成
要
素
②
「
書
類
ヲ

以
テ
記
載
ス
ル
コ
ト
」
と
③
「
広
布
ス
ル
コ
ト
」
が
満
た
さ
れ
る
。
ま
た

「
現
場
モ
知
ラ
ズ
」
と
い
う
文
言
は
、
松
尾
が
沈
没
場
所
の
勝
浦
沖
に
出

張
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
か
つ
増
田
も
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
た
め
、
④
「
事
柄
ノ
不
実
ナ
ル
コ
ト
」
に
該
当
す
る
。
同
様

に
、「
裸
カ
潜
リ
モ
知
ラ
ヌ
」
と
い
う
文
言
も
、
潜
水
者
の
八
十
治
が
潜

と
も
譲
ら
ず
、
勧
解
は
不
調
に
終
わ
り
、
松
尾
は
横
浜
始
審
裁
判
所
へ
訴

え
出
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
訴
訟
の
審
理
の
過
程
を
、
始
審

の
裁
判
言
渡
書
に
よ
り
な
が
ら
追
跡
し
て
み
た
い（

42
）。

　

ま
ず
、
訴
訟
の
理
由
と
請
求
が
確
認
さ
れ
る
。
松
尾
側
は
、
増
田
の
寄

書
が
名
誉
を
毀
損
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
名
誉
回
復
の
た
め
に
寄
書
の

取
消
と
謝
罪
広
告
を
請
求
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
増
田
側
は
、
①
寄
書
は

技
術
上
の
批
評
に
止
ま
り
名
誉
毀
損
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
、
②
も
し
名
誉

毀
損
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
八
十
治
に
対
し
て
で
あ
り
、
松
尾
に
対

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
③
松
尾
の
方
が
先
に
名
誉
毀
損
に
あ
た
る
文

書
を
発
表
し
た
の
で
、
自
分
の
名
誉
を
守
る
た
め
に
寄
書
を
書
い
た
こ
と
、

と
い
う
三
点
に
よ
り
、
松
尾
側
の
請
求
に
応
じ
る
理
由
は
な
い
と
主
張
す

る
。

　

原
被
双
方
の
主
張
を
確
認
し
た
上
で
、
判
事
の
中
橋
徳
五
郎
は
、
こ
の

裁
判
は
増
田
の
寄
書
が
「
書
讒
ヲ
為
シ
タ
ル
ヤ
否
ヲ
判
決
ス
ル
ニ
在
リ
」

と
審
理
の
根
拠
を
提
示
す
る
。
そ
の
際
、「
我
国
ニ
於
テ
民
事
上
ノ
書
讒

ニ
関
ス
ル
法
律
規
則
」
が
な
い
た
め
、
裁
判
は
「
泰
西
ノ
法
理
」
に
拠
っ

て
行
う
と
宣
言
す
る
。
次
に
、
中
橋
は
「
泰
西
ノ
法
理
」
を
根
拠
と
し
て

「
書
讒
」（Libel

）
が
五
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
法
理

を
定
め
る
。
つ
ま
り
、
①
「
悪
意
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
」、
②
「
書
類
ヲ
以

テ
記
載
ス
ル
コ
ト
」、
③
「
広
布
ス
ル
コ
ト
」、
④
「
事
柄
ノ
不
実
ナ
ル
コ
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判
を
大
筋
で
認
め
る
判
決
が
下
さ
れ
、
増
田
側
の
敗
訴
が
確
定
す
る
。

　

こ
の
裁
判
は
増
田
側
の
敗
訴
で
終
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
中
橋
の
判
決
に

は
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
勧
解
願
の
段
階
で
松
尾
側
は
「
探
検
の
効
蹟

を
蔑
如
し
た
」
点
と
「
原
告
を
侮
辱
」
し
た
点
の
二
点
を
訴
え
の
理
由
と

し
て
挙
げ
て
い
た
が
、「
探
検
の
効
蹟
を
蔑
如
し
た
」
と
主
張
し
た
箇
所

に
つ
い
て
は
、
始
審
裁
判
で
は
ほ
と
ん
ど
誹
毀
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

増
田
の
寄
書
は
、
松
尾
の
探
検
成
果
へ
の
批
判
が
記
述
さ
れ
る
際
に
は
、

多
く
の
場
合
「
聊
か
疑
ひ
な
き
能
は
ず
」
な
ど
の
疑
問
形
や
仮
定
形
で
記

述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
探
検
事
実
を
虚
偽
と
断
定
し
た
も
の

で
な
い
た
め
、
誹
毀
に
は
該
当
し
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
探
検
の
効
蹟
」
に
つ
い
て
の
不
審
や
疑
問
は
、
批
評
の
区
域
と
し
て
寛

容
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
、
増
田
が
、
富
川
と
松
尾
の
書
簡
が
『
毎
日
新
聞
』
に
掲
載

さ
れ
た
こ
と
で
名
誉
を
毀
損
さ
れ
た
と
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
中
橋

が
、
こ
の
書
簡
は
「
原
告
等
ノ
自
信
シ
タ
ル
事
実
ヲ
直
書
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
書
讒
ノ
一
要
素
タ
ル
名
声
ヲ
汚
損
ス
ル
言
語
ヲ
用
ヒ
タ
ル
ヲ
見
ザ

ル
」
と
判
断
し
た
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
富
川
と
松
尾
は
、
彼
ら

の
探
検
事
実
に
即
し
て
黒
川
一
行
の
探
検
事
実
と
異
な
る
見
解
を
示
し
た

だ
け
で
あ
り
、
虚
偽
や
悪
意
、
あ
る
い
は
汚
辱
の
言
語
が
な
い
限
り
、
名

誉
毀
損
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

松
尾
に
し
ろ
、
増
田
に
し
ろ
、「
全
国
三
千
余
万
」
の
注
視
の
中
、
自

水
技
術
を
心
得
て
い
る
事
実
を
知
り
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
記
述
し
た
こ
と

は
事
柄
の
不
実
に
該
当
す
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
現
場
モ
知
ラ
ズ
裸
カ

潜
リ
モ
知
ラ
ヌ
」
と
い
う
文
言
は
、
潜
水
営
業
者
に
対
す
る
業
務
上
の
名

誉
を
汚
損
す
る
言
葉
で
あ
り
、「
世
ヲ
誣
ル
モ
亦
甚
シ
ト
云
フ
可
キ
ナ
リ
」

も
名
誉
を
毀
損
す
る
言
葉
と
認
定
さ
れ
、
⑤
「
名
声
ヲ
汚
損
ス
ル
言
語
ヲ

用
ヒ
タ
ル
コ
ト
」
も
満
た
さ
れ
る
。
文
書
誹
毀
の
構
成
要
素
①
「
悪
意
ヲ

以
テ
ス
ル
コ
ト
」
は
、
他
の
要
素
②
③
④
⑤
を
具
備
す
る
以
上
法
律
は
こ

れ
を
推
測
す
る
と
さ
れ
、
文
書
誹
毀
の
構
成
要
素
を
全
て
満
た
す
こ
と
か

ら
、
増
田
の
寄
書
は
文
書
誹
毀
に
あ
た
る
と
認
定
さ
れ
る
。

　

中
橋
は
増
田
の
寄
書
が
文
書
誹
毀
に
あ
た
る
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、

次
に
正
当
批
評
の
特
権
の
点
か
ら
審
理
を
行
う
。
中
橋
は
「
学
術
上
技
芸

上
ノ
批
評
ニ
至
テ
ハ
之
ヲ
吾
人
カ
通
常
使
用
ス
ル
所
ノ
言
葉
ニ
比
較
ス
ル

ニ
法
律
カ
之
ヲ
処
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
寛
裕
」
で
あ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い

て
「
学
術
技
芸
ノ
批
評
ハ
社
会
ノ
進
歩
改
良
ヲ
促
ス
コ
ト
極
メ
テ
大
ナ
ル

ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
す
る（

44
）。
そ
の
上
で
、
増
田
の
寄
書
に
は
事
柄
の
不
実

が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
正
当
批
評
の
特
権
に
よ
る
免
責
に
は
該
当
し
な
い

と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
被
告
増
田
萬
吉
の
寄
書
は
名
誉
毀
損
と
認
定
さ
れ
、

松
尾
の
名
誉
回
復
の
方
法
と
し
て
、
裁
判
確
定
日
か
ら
一
週
間
東
京
五
大

新
聞
に
寄
書
取
消
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
を
命
令
し
て
判
決
と
す
る
。
増

田
側
は
、
こ
の
裁
判
を
不
服
と
し
て
控
訴
す
る
が
、
控
訴
審
で
も
始
審
裁
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今
批
評
者
カ
筆
ヲ
執
テ
出
版
月
評
ノ
紙
上
ニ
顕
ハ
レ
批
評
ヲ
始
ム
ル
ニ

当
テ
予
メ
読
者
ニ
告
ケ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
批
評
者
カ
批
評
ヲ
為
ス
ニ
当

テ
ハ
著
者
ノ
毀
誉
栄
辱
ヲ
問
ハ
サ
ル
コ
ト
評
語
ノ
巧
拙
渋
暢
ヲ
顧
サ
ル

コ
ト
是
ナ
リ

「
著
者
ノ
毀
誉
栄
辱
ヲ
問
ハ
サ
ル
コ
ト
」
と
は
、「
本
書
ト
本
書
ノ
著
者

ト
ヲ
全
ク
分
離
シ
」（47
）と
い
っ
た
『
出
版
月
評
』
で
た
び
た
び
指
摘
さ
れ

た
批
評
態
度
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
中
橋
が
ノ
ル
マ
ン
ト

ン
号
探
検
訴
訟
で
示
し
た
、
探
検
事
実
と
探
検
者
の
人
格
と
の
分
離
の
問

題
と
も
通
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
新
著
訳
書
批
評
一
斑
」
は
「
銅
臭
ア
ル

著
訳
書
」
が
流
通
し
て
い
る
こ
と
へ
の
憂
慮
を
通
し
て
、
書
籍
の
自
立
を

妨
げ
る
肩
書
や
序
文
な
ど
を
批
判
し
た
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
書
籍
か

ら
人
格
に
つ
な
が
る
部
分
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
企
図
の
一
つ
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
批
評
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
批
評
論
と
は
た
が
い
に
密
接
な

関
係
を
有
し
つ
つ
、
批
評
の
意
義
や
方
法
、
さ
ら
に
は
書
籍
の
か
た
ち
ま

で
も
規
制
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

高
田
半
峰
は
、「
西
洋
の
批
評
家
屢
々
其
尖
鋭
な
る
毛
穎
を
弄
し
て
少

壮
の
著
述
家
を
し
て
綿
々
絶
ゆ
る
の
期
な
き
怨
恨
を
懐
か
し
む
る
」
と
述

べ
、
そ
こ
に
「
能
く
批
評
家
の
職
分
を
尽
し
た
る
」
証
し
を
見
て
い
た（

48
）。

文
学
進
歩
を
先
導
す
る
尖
鋭
な
批
評
は
、
著
作
物
か
ら
著
述
家
の
人
格
を

分
離
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
し
て
得
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
い
た
っ
て
前

ら
の
探
検
事
実
が
批
判
や
疑
問
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
彼

ら
自
身
の
名
誉
へ
の
毀
傷
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
ら
が

公
に
し
た
事
柄
と
、
彼
ら
自
身
の
人
格
と
が
未
分
化
な
状
態
が
こ
こ
に
あ

る
。
探
検
の
成
果
へ
の
疑
義
は
誹
毀
に
あ
た
ら
ず
、
探
検
者
へ
の
侮
辱
は

誹
毀
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
切
り
分
け
は
、
松
尾
に
と
っ
て
も
、
増

田
に
と
っ
て
も
、
彼
ら
の
感
覚
と
は
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
私

が
力
を
尽
く
し
て
発
見
し
た
事
柄
を
公
衆
の
面
前
で
批
判
す
る
こ
と
は
、

私
に
対
す
る
侮
辱
で
も
あ
る
と
す
る
感
性
は
、
正
当
批
評
の
特
権
の
前
に

沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
訴
訟
は
、
誹
毀
の
定
義
が
示
さ

れ
る
こ
と
で
批
評
と
誹
毀
と
の
区
別
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
、
正
当
批
評
に

対
す
る
寛
容
性
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
公
開
し
た
人
物
の
人
格
と
公
開
さ

れ
た
事
柄
と
を
切
り
離
す
認
識
が
示
さ
れ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
事
柄
が
司

法
の
責
任
に
お
い
て
判
断
さ
れ
た
裁
判
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
訴
訟
の
判
事
を
務
め
た
中
橋
徳
五
郎
が
『
出
版
月
評
』
の

社
友
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
の
文
脈
と
批
評
論
と
の
連
絡
を
探

る
上
で
、
何
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
中
橋
は
『
出
版
月
評
』
に
「
英
米
私

犯
法
論
綱
」（45
）等
の
批
評
や
、「
新
著
訳
書
批
評
一
斑
」（46
）と
い
っ
た
批
評

論
を
発
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
英
米
私
犯
論
綱
」
は
次
の
よ
う
な
批

評
論
か
ら
起
筆
さ
れ
て
い
る
。
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込
ん
で
し
ま
う
ら
し
い
。

向
き
の
高
田
の
眼
の
中
に
さ
え
も
、
ど
う
や
ら
「
怨
恨
」
の
亡
霊
は
映
り

（
1
）「
小
説
批
評
の
変
遷
」『
早
稲
田
文
学
』
明
治
二
九
・

一
一

（
2
）
高
田
半
峰
「
当
世
書
生
気
質
の
批
評
」『
中
央
学
術

雑
誌
』
明
治
一
九
・
二

（
3
）「
出
版
月
評
ノ
発
兌
」『
出
版
月
評
』
明
治
二
〇
・
八

（
4
）
柳
田
泉
『
明
治
初
期
の
文
学
思
想　

下
巻
』
昭
和
四

〇
・
七
、
春
秋
社

（
5
）「
明
治
年
代
ノ
文
学
ヲ
論
ジ
併
セ
テ
批
評
ノ
必
要
ナ

ル
所
以
ヲ
説
ク
」『
明
治
日
報
』
明
治
一
六
・
八
・

一
〜
四

（
6
）
阪
谷
芳
郎
「
統
計
詳
説
上
」『
出
版
月
評
』
明
治
二

〇
・
一
〇

（
7
）
森
田
文
蔵
「
ヽ
山
居
士
ノ
寄
書
ニ
就
キ
テ
月
評
社
ニ

贈
ル
ノ
書
」『
出
版
月
評
』
明
治
二
二
・
四

（
8
）
小
森
陽
一
「
近
代
批
評
の
出
発
」（『
批
評
空
間
』
平

成
三
・
四
）、
富
塚
昌
輝
「『
出
版
月
評
』
の
〈
批

評
〉
論
」（『
近ノ

ベ

ル

代
小
説
と
い
う
問
い
』
平
成
二
七
・

九
、
翰
林
書
房
）、
大
貫
俊
彦
「
文
芸
批
評
家
、
内

田
不
知
庵
の
「
出
発
」」（『
文
学
・
語
学
』
平
成
二

五
・
三
）
参
照
。

（
9
）
本
稿
の
問
題
意
識
に
と
っ
て
、
民
事
訴
訟
だ
け
で
な

く
、
讒
謗
律
等
の
法
制
度
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
動
向
と

の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
別
稿

に
譲
る
。

（
10
）
増
島
六
一
郎
編
『
裁
判
粋
誌　

第
一
巻
』
明
治
二

一
・
一
二
、
日
芳
書
院

（
11
）「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
事
件
」『
時
事
新
報
』
明
治

二
〇
・
一
〇
・
二
一
〜
二
二

（
12
）
本
稿
で
は
、
異
質
な
言
説
が
並
置
さ
れ
野
合
さ
れ
得

る
新
聞
の
特
質
に
意
を
と
め
た
い
た
め
、
裁
判
言
渡

書
等
に
つ
い
て
も
新
聞
か
ら
引
用
を
行
う
。

（
13
）「
名
誉
回
復
の
勧
解
」『
日
日
』
明
治
一
四
・
五
・
二

三

（
14
）
同
右

（
15
）「
日
報
社
ニ
係
ル
詞
訟
ノ
顚
末
」『
日
日
』
明
治
一

四
・
八
・
一

（
16
）
九
津
見
息
忠
「
代
言
諸
君
ニ
呈
ス
」『
曙
』
明
治
一

四
・
四
・
二
二

（
17
）「
筆
誅
ト
讒
謗
ノ
区
別
」『
曙
』
明
治
一
四
・
六
・
二

三

（
18
）
ち
な
み
に
、
本
訴
訟
と
の
関
係
は
薄
い
が
、
同
じ
時

期
に
、
書
籍
に
対
す
る
筆
誅
＝
批
評
に
関
す
る
以
下

の
記
事
が
あ
る
。「
如
此
ノ
弊
害
（
無
益
有
害
の
著

述
翻
訳
の
簇
生
―
引
用
者
注
）
ヲ
刈
除
ス
ル
ハ
吾
人

新
聞
記
者
ガ
痛
ク
筆
誅
ヲ
加
ヘ
テ
其
良
心
ヲ
刺
激
ス

ル
ト
「
レ
ビ
ウ
」
ヲ
発
行
シ
テ
著
述
ノ
巧
拙
ヲ
品
評

シ
翻
訳
ノ
精
粗
ヲ
詳
覈
ス
ル
ノ
二
者
ニ
帰
セ
ザ
ル
ベ

カ
ラ
ズ
」（
東
直
之
助
「
著
述
翻
訳
ノ
弊
害
」『
曙
』

明
治
一
四
・
四
・
一
二
）

（
19
）「
東
京
大
学
法
学
部
演
習
ノ
東
京
代
言
組
合
ヨ
リ
日

報
社
ヘ
係
ル
名
誉
回
復
訴
訟
ノ
擬
判
」『
明
法
志
林
』

明
治
一
四
・
一
一
〜
一
二

（
20
）「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
事
件
」
前
掲

（
21
）「
明
治
十
四
年
ノ
紀
事
」『
曙
』
明
治
一
四
・
一
二
・

二
四

（
22
）
売
薬
訴
訟
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
寺
崎
修
「
福
澤
諭

吉
と
裁
判
」（
安
西
敏
三
ほ
か
編
『
福
澤
諭
吉
の
法

思
想
』
平
成
一
四
・
八
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）、

瀬
川
信
久
「
明
治
前
期
の
名
誉
回
復
訴
訟
」（
林
屋

礼
二
ほ
か
編
『
明
治
前
期
の
法
と
裁
判
』
平
成
一

五
・
三
、
信
山
社
）
参
照
。

（
23
）「
太
政
官
第
五
十
一
号
布
告
」『
時
事
』
明
治
一
五
・

一
〇
・
三
〇

（
24
）「
売
薬
屋
営
業
毀
損
の
訴
判
決
」『
時
事
』
明
治
一

六
・
三
・
五

（
25
）
山
中
道
正
「
自
由
言
論
ノ
区
域
ヲ
論
ス
」『
時
事
』

註
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明
治
一
六
・
三
・
一
七

（
26
）「
営
業
毀
損
回
復
之
訴
」『
時
事
』
明
治
一
六
・
六
・

六
〜
八

（
27
）
同
右
。
時
事
新
報
側
の
代
言
人
澤
田
俊
三
が
依
拠
し

た
英
法
の
具
体
的
な
典
拠
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査

に
委
ね
た
い
。
英
法
に
お
け
る
文
書
誹
毀
（Libel

）

の
法
理
に
つ
い
て
は
、
塚
本
重
頼
『
英
米
法
に
お
け

る
名
誉
毀
損
の
研
究
』（
昭
和
六
三
・
二
、
中
央
大

学
出
版
部
）、
五
十
川
直
行
「
日
本
民
法
に
及
ぼ
し

た
イ
ギ
リ
ス
法
の
影
響
〈
序
説
〉」（
星
野
英
一
ほ
か

編
『
現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向　

下
』
平
成
四
・

九
、
有
斐
閣
）
参
照
。

（
28
）「
明
治
年
代
ノ
文
学
ヲ
論
ジ
併
セ
テ
批
評
ノ
必
要
ナ

ル
所
以
ヲ
説
ク
」
前
掲

（
29
）「
時
事
新
報
ノ
敗
訴
天
下
ノ
為
ニ
賀
ス
」『
時
事
』
明

治
一
六
・
九
・
二
八

（
30
）「
売
薬
屋
営
業
毀
損
之
訴
」『
時
事
』
明
治
一
八
・
一

〇
・
二
九

（
31
）「
売
薬
営
業
損
害
の
訴
訟
」『
時
事
』
明
治
一
八
・
一

二
・
二
六

（
32
）「
営
業
毀
損
回
復
之
訴
」
前
掲

（
33
）「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
事
件
」
前
掲

（
34
）「「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
」
号
乗
船
日
本
人
ノ
消
息
調
査
ノ

件
」、
外
務
省
『
日
本
外
交
文
書　

第
十
九
巻
』
昭

和
二
七
・
三
、
日
本
国
際
連
合
協
会

（
35
）「
実
地
探
検
者
出
発
広
告
」『
時
事
』
明
治
一
九
・
一

一
・
一
八

（
36
）「「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
」
号
沈
没
所
探
検
ノ
復
命
書
」

『
官
報
』
明
治
一
九
・
一
二
・
一
一
〜
一
三

（
37
）
増
田
萬
吉
「
五
百
金
を
懸
け
実
否
を
糺
す
」『
時
事
』

明
治
二
〇
・
二
・
五

（
38
）「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
の
所
在
」『
毎
日
新
聞
』
明
治
一

九
・
一
二
・
二
五

（
39
）
松
尾
徳
三
「
増
田
萬
吉
氏
の
寄
書
に
答
へ
兼
て
お
約

束
の
五
百
円
を
申
受
た
し
」『
時
事
』
明
治
二
〇
・

三
・
一

（
40
）「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
事
件
の
勧
解
」『
時
事
』
明

治
二
〇
・
四
・
一
八

（
41
）「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
事
件
の
勧
解
」『
時
事
』
明

治
二
〇
・
四
・
二
一

（
42
）「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
探
検
事
件
」
前
掲

（
43
）
中
橋
が
依
拠
し
た
「
泰
西
ノ
法
理
」
と
はA

rthur 
U
nderhill, A

 Sum
m

ary of law
 of torts or, 

w
rongs 

independent 
of 

contract

（3th 
ed, 

London: 
Butterw

orths, 
1881

）
の
“A 

false 
and 

disparaging 
statem

ent 
expressed 

in 
w
riting, or print, published m

aliciously by 
the defendant of the plaintiff

”と
い
う
文
書
誹

毀
の
定
義
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
44
）
正
当
批
評
の
特
権
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
前

掲
書
に
“Fair and just criticism

 of literary 
publications and w

orks of art are privileged, 
provided the private character of the author 
or artist is not attacked.

”と
の
記
述
が
あ
る
。

（
45
）
中
橋
徳
五
郎
「
英
米
私
犯
法
論
綱
」『
出
版
月
評
』

明
治
二
〇
・
一
一

（
46
）
金
城
法
史
「
新
著
訳
書
批
評
一
斑
」『
出
版
月
評
』

明
治
二
〇
・
一
〇
〜
一
二

（
47
）
阪
谷
芳
郎
「
統
計
詳
説
上
」
前
掲

（
48
）
高
田
半
峰
「
当
世
書
生
気
質
の
批
評
」
前
掲




